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令和４年４月 

生活指導部 

いじめ防止対策委員会 

学級内で問題やいじめ等があった場合の対応に付いて 

○問題やいじめがあった場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大切なことは・・・日頃から「児童一人一人を丁寧に見る」ことです。 

学年団で話し合う 学年で様子を見る 

生活指導主任・副校長・校長へ報告 

ＰＴ（project team）を組む。 

校長、副校長２名、生活指導主任、

特別支援コーディネーター、担任、

学年団、委員会・クラブ担当他 

状況によって判断 

１週間程毎日状況

を生活指導主任へ

報告する。 

 

学級で問題発生 

・問題が解消されるまでは、毎日放課後にＰＴで

ミーティング 

・保護者に定期的（１週間ごと）に連絡 

（具体的な児童の様子等） 

・児童の実態把握 

・対応策の検討 

・加害児童への指導、被害児童の見守り 


